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は じ め に 

 

 近年、観光産業の重要性に対する認識が急速に高まる中、観光産業の実態を把握し、

観光産業振興政策を立案するための基礎となるべき観光統計を充実させる必要がある

との指摘が各方面からなされている。 

 これを踏まえ、国土交通省は平成１７年５月に、山内弘隆一橋大学大学院商学研究科

教授を座長とする「観光統計の整備に関する検討懇談会」を設置し、以来４回にわたっ

て有識者の協力を得ながら検討を重ねた結果、観光統計の体系的な整備の第一歩として、

宿泊旅行に関する統計を速やかに整備すべきであるとの結論に達した。 

 それを受けて、国土交通省は、宿泊旅行統計調査（仮称）の平成１８年度中の開始に

向け、調査の円滑な実施のために必要な実務的検討を行っているところである。その一

環として、宿泊旅行統計調査（仮称）の本格的な実施に先立ち、調査設計に必要とされ

るデータを詳細に把握するため、本年２月、秋田県・千葉県・大分県の３県の宿泊施設

及び宿泊者を対象として第一次予備調査を実施した。 

 今回、「観光統計の整備に関する検討懇談会」の下に、宿泊旅行統計分科会を設置し、

第一次予備調査の結果を報告するとともに、それを踏まえて、第二次予備調査および平

成１９年１月から実施予定の宿泊旅行統計調査（仮称）の設計等に関する検討を行った。 

 なお、本調査の実施に際しては、「観光統計の整備に関する検討懇談会宿泊旅行統計

分科会」を設置し、座長として東京海洋大学工学部助教授 兵藤哲朗氏、メンバーとし

て東京大学大学院工学系研究科助教授 清水哲夫氏、慶応義塾大学産業研究所専任講師 

宮川幸三氏、財団法人日本交通公社常務理事 林清氏、社団法人日本観光協会総合研究

所所長 古賀学氏、全国旅館生活衛生同業組合連合会専務理事 中村次長氏、社団法人

国際観光旅館連盟専務理事 長嶋秀孝氏、社団法人日本観光旅館連盟調査役 佐久間邦

夫氏、社団法人日本ホテル協会副参事 岩佐英美子氏、千葉県商工労働部観光課長 河

野希望氏からご指導をいただいた。 

 本報告書の発刊にあたり、ここに厚く感謝の意を表する次第である。 

 

平成１８年７月 

国土交通省総合政策局観光政策課長 
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１．「観光統計の整備に関する検討懇談会」以降の経過報告 

１．１ 宿泊旅行統計（仮称）の整備 

平成１７年８月にとりまとめられた「観光統計の整備に関する検討懇談会報告書」においてご

提言いただいた宿泊旅行統計調査（仮称）の案は、図表 1 のとおりであり、主な目的は以下のと

おりである。 
 旅行者（特に外国人旅行者）の都道府県別訪問状況を把握すること 
 観光に関する周遊状況を把握すること 
 発地別（居住地別、国籍別）の観光動向を把握すること 
 属性別（性別、年齢別、目的別等）の観光動向を把握すること 

本提言を受け、国土交通省が中心となって、平成 18 年度中に全国規模の宿泊旅行統計調査（仮

称）を実施し、都道府県単位で比較可能な宿泊者数、稼働率等のデータを公表することとした。 
 

図表 1 観光統計の整備に関する検討懇談会で提言された宿泊旅行統計調査（仮称）の概要 

調査対象施設の 
範 囲  ホテル、旅館、簡易宿所 

調査対象施設の 
抽 出 方 法 

 標本調査（都道府県間比較ができる精度を確保） 

調 査 期 間 
調 査 間 隔 

 宿泊施設調査：宿泊者数、外国人宿泊者数を毎月調査 
 宿泊者調査（アンケート調査）：属性や旅行内容等を四半期毎に実施 

月 別 
公 表 

 所在地（都道府県）別・施設規模別、定員数 
 所在地（都道府県）別・施設規模別、稼働率（参考として宿泊者数） 
 所在地（都道府県）別・施設規模別、外国人宿泊者数の比率（参考とし

て外国人宿泊者数） 
表
章
事
項 

毎 年 公 表 

 所在地別・施設規模別・居住地（都道府県）別、日本人宿泊者数（実人

数･延べ人数） 
 所在地別・施設規模別・国籍・居住国別、外国人宿泊者数（実人数･延べ

人数） 
 性別・年齢別・目的（観光、業務）別・旅行日数別・同行者数別・前／

後泊地別・利用交通機関別などの分類に基づく宿泊者数（実人数・延べ

人数） など 

事 業 者  宿泊者に対する調査票の配布・回収（四半期毎） 
 データの提出（毎月及び四半期毎） 協

力
依
頼 

地 方 
自 治 体 

 宿泊施設リストの提供（年１回） 

 
１．２ 宿泊旅行統計調査（仮称）本格実施までの流れ 

観光統計の整備に関する検討懇談会以降、宿泊旅行統計調査（仮称）本格実施までの流れを整

理すると、次頁の図のとおりである。 
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図表 2 宿泊旅行統計調査（仮称）本格実施までの流れ 

 
 

宿
泊
旅
行
統
計
調
査
（仮
称
）
本
格
調
査 

平成１７年５月 ８月 ６～８月 平成１９年１月～

観
光
統
計
の
整
備
に
関
す
る
検
討
懇
談
会 

宿
泊
旅
行
統
計
調
査
（仮
称
）
第
一
次
予
備
調
査 

報
告
書
と
り
ま
と
め 

観光統計の現状や問題

点、課題を把握し、改善

方策を明確にする 

平成18年度を目途に

全国規模の宿泊統

計の新規創設等の

提言を受ける 

 
・学識経験者ヒヤリング

・宿泊事業者ヒヤリング

・都道府県ヒヤリング 
・総務省の審査 

本格調査の実施に 
向けた検討

・ 調査方法の検証等に必要な情報

の収集。 
・ 施設における業務記録の保管状

況を把握。 

宿
泊
旅
行
統
計
調
査
（仮
称
）
第
二
次
予
備
調
査 

本格調査に向けた調

査設計により全国規

模を対象としたテスト

ランの実施。 

 
 
 
・学識経験者ヒヤリング 
・宿泊関連団体ヒヤリング

・宿泊事業者ヒヤリング 
・都道府県説明会の開催 
・総務省の審査 

第一次予備調査結果

を基に第二次予備調

査手法を決定 

 
 
 
・学識経験者ヒヤリング 
・宿泊関連団体ヒヤリング

・宿泊事業者ヒヤリング 
・都道府県説明会の開催 
・総務省との協議 

平成１８年２月

試 

験 

調 

査

６月

観
光
統
計
の
整
備
に
関
す
る
検
討
懇
談
会 

宿
泊
旅
行
統
計
分
科
会 準 

備 

調 

査

第二次予備調査結果

を基に最終的な 
調査手法を確定 

地域を限定して予備調査を実施 

二次予備調査の実

施前に、本格調査

の設計を検討する 
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１．３ 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の調査目的 

我が国の宿泊旅行の全国規模の実態等についての調査である宿泊旅行統計調査（仮称）の実施

に向け、標本設計に必要な基礎情報などを取得するための準備調査として第一次予備調査を行う。 
 
１．４ 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査における検証事項 

宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査における検証事項は、以下のとおりである。 
 回収率・回答率を確認し、調査方法の妥当性を検証（宿泊施設調査／宿泊者調査） 
 回答率等により、設問ごとの実査可能性を検証（宿泊施設調査／宿泊者調査） 
 全数調査を実施することにより、標本設計等に必要な母集団情報を把握 
 施設規模等に関する層化・集計区分の階級値を設定 
 名簿（事業所・企業データベース）の利用についての検証 
 各設問の記入方法の検証 等 

 
１．５ 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の概要 

観光統計の整備に関する検討懇談会のご提言内容を踏まえて、実務的検討を行った結果、第一

次予備調査の概要は以下のとおりとなった。 
 

図表 3 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の概要 

調 査 対 象 地 域 秋田県、千葉県、大分県 

調査対象施設数 事業所・企業データベースを基本とするホテル・旅館・簡易宿所の全事業

所 2,881 施設 
調 査 期 間 平成 18 年 2 月末日 
調 査 方 法 宿泊施設の直接回答 

宿
泊
施
設
調
査 

調 査 項 目 

 平成 18 年 2 月分を含む過去 14 ヶ月分（平成 17 年 1 月～平成 18 年 2 月）

の宿泊者数・外国人宿泊者数 
 宿泊者調査の実施期間における日別の宿泊者数・外国人宿泊者数 
 都道府県別宿泊者数（国内居住者のみ）、性別宿泊者数、年齢別宿泊者数、

国籍別外国人宿泊者数、性別外国人宿泊者数、年齢別外国人宿泊者数の回

答可能性 
 ＦＡＸやインターネット等の利用可能性 
 宿泊者調査に関する問題点 

調 査 期 間 平成 18 年 2 月 20 日（月）から 26 日（日）の 1 週間 
調 査 方 法 宿泊施設のフロントを介して配布・回収 宿

泊
者
調
査 調 査 項 目 

性別、年齢、国籍（居住地）、旅行日程、宿泊数、旅行目的、旅行形態、同

行者人数、前泊・後泊地、利用交通機関、入国・出国空港、過去の来訪回

数とその主な目的 

 
なお、第一次予備調査の調査票は、参考資料を参照のこと。 
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１．６ 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査結果の概要 

（１）宿泊施設調査 

以下の調査結果においては、大規模、中規模、小規模施設の定義をそれぞれ以下のとおりと

している。 
 大規模施設とは従業員規模１００人以上の施設をいう。 
 中規模施設とは従業員規模１０人以上１００人未満の施設をいう。 
 小規模施設とは従業員規模１０人未満の施設をいう。 

 
１）母集団のシェア 

母集団のシェアは下表のとおりであり、小規模施設が特に多くなっている。 
小規模 中規模 大規模 計 
70.7% 21.9% 2.4% 100% 

※ 計には、従業員規模不詳を含む 
２）宿泊施設調査の回収率 

下表をみると、施設調査の回収率は、従業員規模が大きくなるほど高く、中規模施設以上で

50％以上となっている。 
また、宿泊者ベースでみると回収率は 60％以上となっている。 

 
（宿泊施設ベース） 

種別 全体 小規模 中規模 大規模 
調査票回収率 28.7% 21.7% 50.0% 89.7% 

 
○ 宿泊施設ベースの回答率の計算式 

（回答のあった宿泊施設数） ／ （調査対象となった宿泊施設数） 
 

（宿泊者ベース） 
種別 全体 

調査票回収率 62.0% 
 

○ 宿泊者ベースの回答率の計算式 
（層ごとの宿泊施設ベースの回答率） × （層ごとの宿泊者数の推定値） 
 ／ （全宿泊者数の推計値） 
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３）月別宿泊者数および外国人宿泊者数（平成 17 年 12 月～18 年 2 月）の記入率 

下表をみると、調査票の提出のあった施設においては、従業員規模に関係なくほとんどの施

設が宿泊者数及び外国人宿泊者数を記入できることが分かる。 
なお、外国人は団体旅行が多い等の理由から、小規模施設への宿泊が少ないと考えられる。 
一方、宿泊者ベースでみると回答率はともに 50％以上となっている。 

 
（宿泊施設ベース） 

種別 全体 小規模 中規模 大規模 

月別宿泊者数 
25.5％ 

（89.7％） 
19.0％ 

（87.8％） 
46.2％ 

（92.6％） 
82.4％ 

（91.8％） 

月別外国人宿泊者数 
19.4％ 

（68.2％） 
13.6％ 

（62.7％） 
37.1％ 

（74.4％） 
72.1％ 

（80.3％） 
※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 

 
（宿泊者ベース） 

種別 全体 
月別宿泊者数 57.3％ 

月別外国人宿泊者数 62.6％ 
 
４）居住地別宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表をみると、従業員規模が大きい施設ほど回答率が高くなっており、中規模で 35％、大規

模で 65％となっている。 
この理由としては、大規模施設ほど電子システム等によるデータ管理が行われているため、

居住地別宿泊者数の集計が容易であることなどが考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

居住地別宿泊者数 
18.2％ 

（64.0％） 
12.7％ 

（58.8％） 
35.2％ 

（70.5％） 
64.7％ 

（72.1％） 
※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 

 
（宿泊者ベース） 

種別 全体 
居住地別宿泊者数 44.1％ 
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５）性別宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表をみると、従業員規模に関係なく性別宿泊者数の回答率は低い。また、宿泊者ベースで

みても、この回答率は低い。 
この理由として、代表者がチェックインを行うことから、フロントにおいて同行者の性別を

把握することが困難であるため、回答率が低いものと考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

性別宿泊者数 
16.7％ 

（58.8％） 
13.9％ 

（64.0％） 
28.0％ 

（56.7％） 
33.8％ 

（37.7％） 
※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 

 
（宿泊者ベース） 

種別 全体 
性別宿泊者数 28.2％ 

 
６）年齢別宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表をみると、従業員規模に関係なく年齢別宿泊者数の回答率は低い。また、宿泊者ベース

でみても、この回答率は低い。 
この理由として、代表者がチェックインを行うことから、フロントにおいて同行者の年齢を

把握することが困難であるため、回答率が低いものと考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

年齢別宿泊者数 
11.5％ 

（40.6％） 
10.2％ 

（47.3％） 
18.1％ 

（38.7％） 
16.2％ 

（18.0％） 
※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 

 
（宿泊者ベース） 

種別 全体 
年齢別宿泊者数 15.6％ 
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７）国籍別外国人宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表とみると、調査票の提出のあった施設においては、中規模以上の施設で概ね 50％以上の

施設が国籍別外国人宿泊者数を記入できることが分かる。 
また、宿泊者ベースでみると回答率は概ね 50％となっている。 
この理由としては、大規模施設ほど電子システム等によるデータ管理が行われているため、

国籍別宿泊者数の集計が容易であることなどが考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

国籍別宿泊者数 
9.9％ 

（34.7％）

4.6％ 
（22.5％）

24.1％ 
（48.8％）

57.4％ 
（63.9％） 

※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 
 

（宿泊者ベース） 
種別 全体 

国籍別宿泊者数 47.9％ 
 
８）性別外国人宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表をみると、従業員規模に関係なく回答率は低い。また、宿泊者ベースでみても回答率は

低い。 
この理由として、代表者がチェックインを行うことから、フロントにおいて同行者の性別を

把握することが困難であるため、回答率が低いものと考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

性別宿泊者数 
9.1％

（32.1％）

5.2％
（24.6％）

21.7％
（43.4％）

27.9％
（31.1％） 

※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 
 

（宿泊者ベース） 
種別 全体 

性別宿泊者数 27.2％ 
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９）年齢別外国人宿泊者を実数または割合で記載することができる施設の割合 

下表をみると、従業員規模に関係なく回答率は低い。また、宿泊者ベースでみても回答率は

低い。 
この理由として、代表者がチェックインを行うことから、フロントにおいて同行者の年齢を

把握することが困難であるため、回答率が低いものと考えられる。 
 

（宿泊施設ベース） 
種別 全体 小規模 中規模 大規模 

居住地別宿泊者数 
6.6％

（23.2％）

4.1％
（18.9％）

14.9％
（30.0％）

19.1％
（21.3％） 

※（ ）内の数値は有効回収票に占める回答率 
 

（宿泊者ベース） 
種別 全体 

居住地別宿泊者数 18.1％ 
 
１０）宿泊者数および外国人宿泊者数（推計）＊における施設規模別の割合 

平成 17 年 1 月～平成 18 年 2 月の宿泊者数総数でみると、従業者数 10 人以上の宿泊施設（下

表の中・大規模施設）への宿泊者だけで、全宿泊者数の 83％（回収率を勘案した推計値。以下

同様。）、外国人宿泊者数の 97％を占めることがわかる。 
 

種 別 小規模 中規模 大規模 計 
宿泊者数＊ 17.4％ 44.2％ 38.4％ 100％ 

外国人宿泊者数＊ 3.0％ 34.0％ 63.0％ 100％ 
 

＊各層ごとの宿泊者数（外国人宿泊者数）を以下の式により推計し、足し合わせたもの 
推計式：調査に協力した施設における各層ごとの過去１４ヶ月の宿泊者数 

（外国人宿泊者数）／各層ごとの回収率
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（２）宿泊者調査 

１）宿泊者調査の回収率 

下表をみると、従業員規模に関係なく宿泊者調査の回収率は極めて低い。このため、推計に

必要となる標本の大きさを確保することが困難と考えられる。 
 

種別 全体 小規模 中規模 大規模 
日本語版回収率 7.7％ 6.1％ 7.6％ 8.7％ 
外国語版回収率 3.3％ 1.1％ 1.7％ 4.4％ 

 
２）宿泊者調査の言語別回収率 

中国語（簡体字）版の回収数が特に低い。（団体観光客が多く、添乗員等を通じた調査への協

力が得られにくかったことなどが理由として考えられる。） 
 

宿泊者調査期間 
（2月20日～26日）における 

総宿泊者数（推計＊） 
    

550,187 人     
     

日本人宿泊者数 日本語版    
517,567 人 39,876 票    

     

外国人宿泊者数（推計） 英語版 韓国語版 
中国語 

（簡体字）版 
中国語 

（繁体字）版 
32,620 人 496 票 391 票 64 票 141 票 

 
＊各層ごとの宿泊者数を以下の式により推定し、足し合わせたもの 

推計式：調査に協力した施設における各層ごとの１週間の宿泊者数／各層ごとの回収率
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２．宿泊旅行統計調査（仮称）の実施に向けての考え方 

（１）宿泊旅行統計調査（仮称）の目的について 

宿泊旅行統計調査（仮称）の主な目的を再掲すると、以下のとおりである。 
 旅行者（特に外国人旅行者）の都道府県別訪問状況を把握すること 
 観光に関する周遊状況を把握すること 
 発地別（居住地別、国籍別）の観光動向を把握すること 
 属性別（性別、年齢別、目的別等）の観光動向を把握すること 

 
（２）宿泊旅行統計調査（仮称）の方向性について 

① 宿泊施設調査の創設（平成 19 年 1 月より） 

宿泊施設調査については、第一次予備調査の結果を踏まえ、平成 19 年 1 月からの本格調

査開始に向けて第二次予備調査を実施する。 
 

② 宿泊者調査の扱い 

観光に関する周遊状況、属性別の観光動向等の把握を目的とする宿泊者調査については、

第一次予備調査の結果、推計に必要な標本の大きさを確保することが困難と考えられる。

このため、平成 18 年度からの宿泊者調査の実施を見送り、第一次予備調査により明らかに

なった問題点を中心に引き続き検討を行うこととする。これらの検討を踏まえ、平成 22
年に宿泊旅行統計調査（仮称）の改訂を目指す。 
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３．第二次予備調査の設計について 

（１）抽出枠（母集団名簿） 

事業所・企業データベースと行政記録（旅館業法）のメリット・デメリットを比較した結果、

母集団名簿としては、事業所・企業データベースを採用することとする。 
 

図表 4 事業所・企業データベースと行政記録（旅館業法）の比較 

事業所・企業データベース 行政記録（旅館業法） 

○電子データで全国一括管理 
▲保健所毎に管理（一部で電子化され

ていない） 

○定期的に更新（３年程度） 
▲定期的な更新はなし（廃業施設が含

まれている等の問題がある） 
▲季節営業等が把握できていない可能性あり ○網羅性が高い 
○従業者数が把握可能 ○定員数が把握可能 
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（２）調査対象 

第一次予備調査の結果をみると、図表５、６のとおりであった（１．６（１）２）、１０）参

照）。 
宿泊者の大部分は大規模施設に宿泊していることが確認できた。従業者 10 人以上の施設のみ

をとり出しても、全宿泊者の 83％、外国人宿泊者の 97％を把握することが可能であり、特に

インバウンド観光促進政策の基となる外国人宿泊者数については、ほとんどをカバーしている

といえる。 
なお、調査票の回収率は規模が小さいほど低く、従業者 10 人未満施設は回収率が 20％台に

とどまっている。統計調査においては回収率が低いと推計に必要な標本の大きさが不足するこ

と、回収された標本に偏りが生じることなどの問題が発生する。 
また、従業者 10 人未満の施設には季節営業、同伴施設が多く含まれている模様であった。 
ここで、本統計の目的は、旅行者、特に外国人旅行者、の都道府県別訪問状況等を把握する

こと（１．１参照）である。本来求める項目の数値を把握するためには十分であること、また

コスト・報告者負担を軽減することから、本格調査の調査対象は全国 47 都道府県・従業者数

10 人以上の施設とする（母集団約 15,000 施設）。 
 

図表 5 宿泊者数＊および外国人宿泊者数＊のシェアの推計 

 全 体 
小規模 

（従業者 
10 人未満）

中規模 
（従業者 

10～99 人） 

大規模 
（従業者 

100 人以上）

宿泊者数の比率 100.0% 17.4% 44.2% 38.4% 
外国人宿泊者数の比率 100.0% 3.0% 34.0% 63.0% 
＊未回収施設の宿泊者数の平均値が同一の層における回収施設の宿泊者数の平均値と等しいも

のと仮定し、調査で得られた各層ごとの宿泊者数の合計値を回収率によって拡大推計したもの。 
 

図表 6 宿泊施設調査の回収率 

 全 体 小規模 中規模 大規模 
調査票回収率 28.7% 21.7% 50.0% 89.7% 
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（３）調査項目 

１）宿泊者の属性別内訳の把握について 

宿泊者調査の見送りに伴い、宿泊者属性に係る調査項目のうち、どの項目が宿泊施設調査に

おいて把握可能かの検討を行った。宿泊旅行統計調査（仮称）は、宿泊者総数を把握すること

を主な目的とする調査なので、回収率においても宿泊者ベースの回収率が重要であることから、

各調査項目別の回収率（調査票の回収率×回収調査票における各調査項目の有効回答率）が宿

泊者ベースで一定以上確保できると考えられるかどうかで検討した。 
近年の我が国の承認統計における回収率は、調査方法、調査対象、調査内容等によって大き

く異なるが、郵送による配布・取集の調査であっても 50％を下回るものはほとんどない。仮に、

回収率 50％を一つの目安とすると、第一次予備調査の属性別の内訳数において、宿泊者数ベー

スでみた回収率が概ねこれを確保できる見通しにあるものは「居住地別宿泊者数」「国籍別外国

人宿泊者数」の 2 項目であった（１．６（１）２）～９）参照）。 
これより、宿泊旅行者（特に外国人旅行者）の都道府県別訪問状況に加えて、居住地別宿泊

者数及び国籍別外国人宿泊者数を調査し、発地別観光動向を把握することとする。 
 

図表 5 回答率に関する試算 

 宿泊施設数ベース＊ 宿泊者数ベース＊＊ 
(1)調査票回収率 53.8% 70.9% 
(2)月別宿泊者数 49.7% 65.7% 

月別外国人宿泊者数 40.5% 64.3% 
(3)居住地別宿泊者数 38.1% 50.9% 
(4)性別宿泊者数 28.6% 31.3% 
(5)年齢別宿泊者数 17.9% 16.9% 
(6)国籍別外国人宿泊者数 27.3% 49.4% 
(7)性別外国人宿泊者数 22.3% 27.9% 
(8)年齢別外国人宿泊者数 15.3% 18.6% 

＊宿泊施設ベースの回答率 
＝（項目ごとに回答のあった宿泊施設数）／（調査対象となった宿泊施設数※１） 
※１ ここでは従業員数１０名以上の宿泊施設に限っている。 

 
＊＊宿泊者ベースの回答率 
＝（層ごとの宿泊施設ベースの回答率）×（層ごとの宿泊者数の推計値※２）／（全宿泊者

数の推計値※２） 
※２ 未回収施設の宿泊者数の平均値が同一の層における回収施設の宿泊者数の平均値と等しいもの

と仮定し、調査で得られた各層ごとの宿泊者数の合計値を回収率によって拡大推計したもの。 
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２）宿泊目的について 

宿泊旅行統計調査（仮称）においては、主に観光客が利用する施設の動向を把握することが

重要であるので、宿泊施設の特性把握の一環として、宿泊目的の割合を把握することとする。 
この際の宿泊目的は、宿泊施設側で把握できることを鑑み、以下の２区分とする。 
 ① 業務・出張 
 ② 観光・レクリエーション等（帰省・冠婚葬祭その他の業務・出張以外の目的を含む。） 
記入方法は、複数案を比較した結果、年間を通じたシェアとする（以下の案②）。 

 
図表 6 宿泊目的の記入方法案の比較 

記入方法案 メリット デメリット 

①年間を通じて最も

多い目的のみを選

択してもらう 
 最も単純な回答方法  ビジネス客と観光客が混在す

る場合、回答しにくい 

② 年 間 を 通 じ た

シェアを記入し

てもらう 

 比較的容易な回答方法 
 調査結果を踏まえて表章を工夫

することが可能（区分数、閾値）

 季節変動がある場合でも、反映

されない 

③月別もしくは四

半期の宿泊者の

シェアを記入し

てもらう 

 季節変動がある場合も反映でき

る 

 記入負担が大きい（一次予備調

査に含まれていない項目であ

ることを考慮する必要がある）

 旅行目的別宿泊者数を推定す

るには精度が低く、施設類型と

して把握するには季節変動は

除外すべき 

 
３）居住地について 

宿泊旅行者の居住地を把握することは、観光地等の振興戦略のターゲットを明確化すること

につながるので重要である。 
本格調査の設計にあたっては、第一次予備調査の結果において大規模施設では都道府県別に

回答可能とする施設が過半数を超えているため、居住地の記入方法は、大規模施設は都道府県

別、中小規模は県内外別とする（図表 7 の案③）こと等が考えられる。 
なお、第二次予備調査は、居住地を県内外別で回答する（図表 7 の案①）か、都道府県別で

回答する（図表 7 の案②）かについて、回収率等を比較検討するため、一部の都道府県等にお

いて対照実験を実施することも考えられる。 
また、第一次予備調査の結果、実数は回答できないが、シェアは回答可能という施設が一定

程度存在している（図表 9）ので、実数でもシェアでも回答できるよう選択式とする。 
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図表 7 居住地の記入方法案の比較 

記入方法案 メリット デメリット 

①県内外別に記入 
（調査票案－２   

P.28 参照） 
 回答が容易  県外のどこから来ているかに関

する情報が全く得られない。 

②都道府県別に記入 
 （47都道府県＋国外） 

（調査票案－１   
P.26 参照） 

 県外居住地の情報が得られ

る 
 回答欄が多く、記入負担が大き

い印象を与える。 

③大規模施設は 
都道府県別に記入 
（調査票案－１   

P.26 参照） 
 中小規模施設は県内

外別に記入 
（調査票案－２   

P.28 参照） 

 大規模施設はシステム化が

進んでいると想定されるの

で、相応の記入負担となる 

 規模により、調査票を分ける必

要が生じる。 
 中小施設で回答できる場合の情

報が省略される。 

 
 

図表 8 第一次予備調査（３県分）の施設数集計結果 

中規模 大規模 
 

10~29 人 30~99 人 100 人以上 
都道府県別○ 27% 44 % 65% 

都道府県別× 県内外別○ 4% 5% 1% 

都道府県別× 県内外別×（不詳、未回収施設を含む） 70% 51% 34% 

総数 100% 100% 100% 
○：実数またはシェアで回答可能、×：実数でもシェアでも回答困難 
 
 

図表 9 第一次予備調査（３県分）の施設数集計結果 

中規模 大規模 
都道府県別回答の可否 

10~29 人 30~99 人 100 人以上 
実数○ 13% 29% 49% 

実数× シェア○ 14% 15% 16% 

実数× シェア×（不詳、未回収を含む） 73% 56% 35% 

総数 100% 100% 100% 
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（４）標本設計 

１）本格調査の標本設計 

標本の大きさは以下のとおりとする。 
 本格調査は、全国 1.0 万施設程度を計画 
 抽出率は 70％弱（＝標本 1.0 万施設÷母集団 1.5 万施設） 

標本の抽出方法は、都道府県別の宿泊者数等を可能な限り高い精度で推定することを目標と

し、都道府県×従業者規模の層別抽出を採用する。 
標本の配分方法は、比例配分とネイマン配分が考えられる。比例配分は層の大きさに比例し

て標本を配分する方法である。これに対してネイマン配分は各層への標本配分を層の大きさと

分散の大きさに比例させることで、最小限の配布数で精度を高める配分法である1。施設数が多

く、分散が小さい小規模施設層においては、比例配分を採用した場合、施設数のみに比例して

配布数を設定するため、極端に配布数が多くなる。それに対して、ネイマン配分では、分散の

小さい層には配布数を少なく設定するため、小規模施設層に対する配布数を比例配分よりも大

幅に抑えることが可能となる。以上のことからネイマン配分を採用する。 
 
２）従業員規模の層区分 

従業員規模の階級区分については、第一次予備調査（３県）のデータを用いて以下の観点か

ら試算した。 
 既存統計との整合性（事業所・企業統計の区分） 
 規模別の傾向を反映（回収率等の結果の傾向が変わる規模で閾値を設定） 
 都道府県別宿泊者数の推定精度（各区分の標本は一定以上の大きさが必要） 

試算の結果、第二次予備調査においては、階級区分を 10~29 人／30~99 人／100 人以上、と

する。 
なお、第二次予備調査終了後に全都道府県データを用いて検証・見直しを行うこととする。 

 

                                                  
1財団法人厚生統計協会（2004）『よくわかる標本調査法』 
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３）本格調査の推計精度に係る試算 

本格調査の標本設計について、第一次予備調査（３県）データを用いて試算したところ、以

下のようになった。 
 都道府県別全宿泊者数：10％未満 
 都道府県、国籍別外国人宿泊者数：20％前後 

 
 

標準誤差率 

 従業員数 母集団(A) 回収率(B)※ 配布数(C) 回収数(D)
=(B)×(C)

抽出率(E) 
=(C)/(A) 全宿泊者 

数 

国籍別 
外国人 

宿泊者数

10～29 人 131 51% 88 45 67% 11% 58% 
30～99 人 54 65% 54 35 100% 11% 38% 
100 人以上 15 85% 15 13 100% 5% 22% 

秋
田
県 

合計 200 － 157 93 79% 6% 29% 
10～29 人 362 35% 189 66 52% 12% 31% 
30～99 人 83 51% 83 42 100% 9% 34% 
100 人以上 41 90% 41 37 100% 5% 15% 

千
葉
県 

合計 486 － 313 145 64% 5% 15% 
10～29 人 208 36% 110 40 53% 15% 55% 
30～99 人 61 71% 61 43 100% 5% 34% 
100 人以上 13 77% 13 10 100% 14% 32% 

大
分
県 

合計 282 － 190 95 67% 8% 23% 
※一次予備調査時の回収率を使用 
 
４）第二次予備調査について 

前述のとおり、第一次予備調査の結果より本格調査の標本設計においては比例配分ではなく

ネイマン配分を採用することとする。ネイマン配分を採用する場合、全国４７都道府県につい

て施設規模各層の分散等の母集団情報を把握する必要がある。このため、第二次予備調査は全

数調査とし、その結果を参考にしつつ、本格調査の標本設計を行うこととする。 
 
（５）結果の推定方法 

抽出率×回収率の逆数を乗率とする線形推定とする。 
 

∑ΣΣ=
k

ijk
ij

ij

ji
x

n
N

G  

G：総計（月間総宿泊者数、他）の推定値 

xijk：都道府県 i、従業員規模 j 層の第 k 番目の施設の調査結果（月間宿泊者数、他） 

nij：標本（回収）施設数 

Nij：母集団施設数 



 18

（６）結果の表章 

１）表章計画について 

第二次予備調査結果をもとに、本格調査の表章については、図表 10 に示す表章で結果を推定

し、公表することとする。 
なお、参考第１～３表は、第二次予備調査の結果をもとに、推定精度を検証し、一定の精度

で推定可能であれば推定を行うこととし、困難であれば推定値ではなく実数を表章することと

する。 
 

図表 10 表章一覧 

第 1 表 施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１施設数 
第 2 表 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１宿泊者数並びに月、施設所在地、

施設タイプ別外国人宿泊者数 
第 3 表 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１稼働率 
第 4 表 月、施設所在地、施設タイプ別＊１、居住地別宿泊者数＊２ 
第 5 表 月、施設所在地、国籍別外国人宿泊者数 

参考第 1 表 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数（大規模施設のみ） 
参考第 2 表 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数 

＜観光目的の宿泊者が 50％以上＊１の施設＞（大規模施設のみ） 
参考第 3 表 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数 

＜観光目的の宿泊者が 50％未満＊１の施設＞（大規模施設のみ） 
＊１ 50％の上下で分けるかどうかについては今後の検討課題である。 

＊２ 居住地別については、従業員 100 人以上の大規模施設は都道府県別に表章し、全体は県内外別に表章する。 

 
第１表から第５表、参考第１表から参考第３表の各表のイメージは、次頁以降に示すとおり

である。 
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第１表 施設所在地、従業員規模、施設タイプ別施設数 

     単位：施設

 総数 従業者数 

  １０～２９人 ３０～９９人 １００人以上 

  1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

施設所在地 計 … … … … … … … … … …

 北海道 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 秋田県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 千葉県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 大分県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 沖縄県 … … … … … … … … … …

1)観光目的の宿泊者の割合不詳を含む 

 
第２表 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別宿泊者数並びに月、施設所在地、施設タイプ別外国人宿泊者数 

   単位：人 

 総数 従業者数 外国人 

  １０～２９人 ３０～９９人 １００人以上    

  1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

２月 … … … … … … … … … … … … … 

 北海道 … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … 

 秋田県 … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … 

 千葉県 … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … 

 大分県 … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … 

 沖縄県 … … … … … … … … … … … … … 

1)観光目的の宿泊者の割合不詳を含む 
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第３表 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別稼働率 

単位：％

 総数 従業者数 

  １０～２９人 ３０～９９人 １００人以上 

  1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

1) 

観光目的の宿

泊者が５０％

以上 

観光目的の宿

泊者が５０％

未満 

２月 … … … … … … … … … …

 北海道 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 秋田県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 千葉県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 大分県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 沖縄県 … … … … … … … … … …

1)観光目的の宿泊者の割合不詳を含む 

 
第４表 月、施設所在地、居住地別宿泊者数 

  単位：人 

 総数 施設タイプ 

  観光目的の宿泊者が５０％以上 観光目的の宿泊者が５０％未満 

 1) 2) 県内 県外 2) 県内 県外 

２月 … … … … … … … 

 北海道 … … … … … … … 

 … … … … … … … … 

 秋田県 … … … … … … … 

 … … … … … … … … 

 千葉県 … … … … … … … 

 … … … … … … … … 

 大分県 … … … … … … … 

 … … … … … … … … 

 沖縄県 … … … … … … … 

1)施設タイプ不詳を含む。2)居住地不詳を含む 

 



 

21

第５表 月、施設所在地、国籍別外国人宿泊者数 

   単位：人 

 総数 国籍 

 1) 韓国 中国 香港 台湾 アメリカ カナダ イギリス ドイツ フランス シンガポール タイ オーストラリア その他 

２月 … … … … … … … … … … … … … … 

 北海道 … … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … … 

 秋田県 … … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … … 

 千葉県 … … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … … 

 大分県 … … … … … … … … … … … … … … 

 … … … … … … … … … … … … … … … 

 沖縄県 … … … … … … … … … … … … … … 

1)国籍不詳を含む 

 
参考第１表 月、施設所在地、居住地別宿泊者数（大規模施設のみ） 

単位：人

 総数 居住地 

 1) 北海道 … 秋田県 … 千葉県 … 大分県 … 沖縄県 

２月 … … … … … … … … … …

 北海道 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 秋田県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 千葉県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 大分県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 沖縄県 … … … … … … … … … …

1)居住地不詳を含む 
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参考第２表 月、施設所在地、居住地別宿泊者数＜観光目的の宿泊者が５０％以上の施設＞（大規模施設のみ） 

単位：人

 総数 居住地 

 1) 北海道 … 秋田県 … 千葉県 … 大分県 … 沖縄県 

２月 … … … … … … … … … …

 北海道 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 秋田県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 千葉県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 大分県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 沖縄県 … … … … … … … … … …

1)居住地不詳を含む 

 
参考第３表 月、施設所在地、居住地別宿泊者数＜観光目的の宿泊者が５０％未満の施設＞（大規模施設のみ） 

単位：人

 総数 居住地 

 1) 北海道 … 秋田県 … 千葉県 … 大分県 … 沖縄県 

２月 … … … … … … … … … …

 北海道 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 秋田県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 千葉県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 大分県 … … … … … … … … … …

 … … … … … … … … … … …

 沖縄県 … … … … … … … … … …

1)居住地不詳を含む 
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２）表章単位について 

宿泊者数については、次の原則に基づいて検討することとする。 
① 推定値の大きさと標準誤差率の関係から、標準誤差率が許容値を超える推定値の桁数

は表示しないものとする。 
② 施設数、月間宿泊者数を利用者にとって必要な有効桁数をもって表章できるかどうか

を確認する。 
③ 一の位以下の桁を四捨五入して表章する。 

 
推定値の大きさと標準誤差率の関係について、第一次予備調査の結果をもとにブートスト

ラップ法によるシミュレーション2を行うと、下図の結果が得られた。 
 

図表 11 推定値の大きさと標準誤差率の関係試算結果 

秋田＿南米＿外国人
秋田＿南米＿外国人秋田＿南米＿外国人
秋田＿南米＿外国人

秋田＿南米＿外国人

秋田＿10～29人
秋田＿10～29人

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000

推定値の大きさ

標
準

誤
差

率

 
 

この図をみると、推定値が 10～100 以上のところでは、ほぼすべての点が標準誤差率 20％以

内となっているのに対して、1～10 では回帰式を想定すると 20％を超える可能性が高いといえ

る。即ち、表章単位の許容値は十の位とみることができる。 
よって、宿泊者数については、一の位を四捨五入し、十の位で表示することとする。 
施設数に関しては、母集団情報の単純集計となる施設所在地、従業員規模別の表章と、調査

結果からの推定となる宿泊目的別の表章がある。施設所在地、従業員規模別の表章については、

一の位まで表示することとする。宿泊目的別の表章については、推定となるため丸めを行うこ

ととするが、宿泊者数よりも標準誤差率が大きくなることが想定しにくいため、宿泊者数の表

示と同様、一の位を四捨五入とし、十の位で表示することとする。 
稼働率については、稼働率＝延宿泊者数÷延定員数（推定値）であるが、宿泊者数の有効桁

数が概ね３桁あると考え、稼働率も有効桁数３桁、すなわち 0.1％位まで表示する。 

                                                  
2 ブートストラップ法とは、復元単純無作為により標本を複数回抽出し、得られる推定値と標準

誤差率をそれぞれ求めることで、推定値の標準誤差をシミュレーションする方法である（松田

他編（2000）『講座ミクロ統計分析第２巻－ミクロ統計の集計解析と技法』日本評論社）。 
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（７）第二次予備調査のまとめ 

第二次予備調査は、本格調査の試験調査として検証を行いつつ、本格調査の設計に必要な全

都道府県の情報を得る予備調査としての役割を果たすことを目的に実施するものである。 
以上を踏まえた第二次予備調査で調査すべき点及び検証事項を整理すると、以下のとおりと

なる。 
 
１）第二次予備調査で調査すべき点 

 本格調査の標本設計に必要な層別の分散情報等を得るために、全都道府県で従業者数 10
人以上の施設の全数調査を実施し、結果を得る。 

 新たに追加した調査項目「宿泊目的」の妥当性を検証するために、この回答率を把握す

る。 
 大規模施設において、居住地を都道府県別に把握できるかを検証するために、この回答

率を把握する。 
 
２）第二次予備調査の検証事項 

 施設類型における観光目的の割合の区分値を検証 
 宿泊施設規模の層化・集計区分階級値を検証 
 表章単位（表示する桁数）を検証 
 居住地別の表章のしかた（都道府県別に表章するか等）を検証 
 全数の中から、副標本の抽出を行い、本格調査と同様の標本設計による集計を試行し、

標本抽出方法を検証 
 調査間隔及び体制について、各回調査実施の 3 ヶ月後の公表を目途とする手順や体制等を検

証 
 調査票・記入要領を再検証 

 
これらの内容に対応した第二次予備調査の概要は、次表のとおりとなる。 
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図表 12 観光統計の整備に関する検討懇談会宿泊旅行統計分科会で提言された 

第二次予備調査の概要 

調査対象施設の 
範 囲 

 従業者数 10 人以上のホテル、旅館、簡易宿所 

調査対象施設の 
抽 出 方 法 

 全数調査（約 15,000 施設） 

調 査 期 間  平成 18 年 6 月～8 月 

調 査 項 目 
 宿泊定員数、従業者数、宿泊目的、宿泊者数、外国人宿泊者数、居住地別

宿泊者数、国籍別外国人宿泊者数 

表
章
事
項 

四 半 期 
公 表 

 施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１施設数 
 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１宿泊者数並びに月、施設所

在地、施設タイプ別外国人宿泊者数 
 月、施設所在地、従業員規模、施設タイプ別＊１稼働率 
 月、施設所在地、施設タイプ別＊１、居住地別宿泊者数＊２ 
 月、施設所在地、国籍別外国人宿泊者数 
 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数（大規模施設のみ） 
 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数 
    ＜観光目的の宿泊者が 50％以上＊１の施設＞（大規模施設のみ） 

 月、施設所在地、居住地別＊２宿泊者数 
    ＜観光目的の宿泊者が 50％未満＊１の施設＞（大規模施設のみ） 

事 業 者  調査票への回答 協
力
依
頼 

地 方 
自 治 体 

 事業者への協力依頼等に関する調整 

＊１ 50％の上下で分けるかどうかについては今後の検討課題である。 

＊２ 居住地別については、従業員 100 人以上の大規模施設は都道府県別に表章し、全体は県内外別に表章する。 

 
 

以上を踏まえた第二次予備調査の調査票案は以下の２通りとする。 
（中規模施設向けは調査票案－１で居住地別を県内外別とし、大規模施設向けは調査票案－２

で居住地別を都道府県別とする。） 
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記入者氏名 電話番号（ 代 表 ･ 直 通 ） ＦＡＸ番号 

連絡先 
 

(     ) 

内 線 （      ）
(     ) 

 
Ⅰ．貴宿泊施設について 

問１． 貴宿泊施設名 
名称が異なっている場合は、 

訂正してください。 

1）

事前にプリント 

問２． 住    所 
住所が異なっている場合は、 

訂正してください。 

2）

事前にプリント 

問３． ８月末日現在の宿泊定員数 
貴宿泊施設における通常の営業時に 

想定している定員数としてください。 

3）
 名 

問４． ８月末日現在の従業者数 
従業者とは、８月末日現在、当該宿泊

施設に所属して働いているすべての人

（臨時雇用者を含む）をいいます。 

4）

 名 

 
問５． 最近１年間に貴宿泊施設に宿泊した人の宿泊目的別の概ねの割合をお答えください。 
 
1．観光レクリエーション 

（帰省・冠婚葬祭を含む） 
2．出張・業務など 合  計 

5）  ％ 6）  ％ 100％ 

 
 
Ⅱ．貴宿泊施設における宿泊者数について 

問６． 平成１８年６月～８月の各月の延べ宿泊者数は何人でしたか。 

そのうち、外国人延べ宿泊者数は何人でしたか。 

０人（なし）の場合は「０」と必ずご記入ください。 
 

年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 

延べ宿泊者数 

（※１） 
7）  人  人  人

 
うち外国人延べ

宿泊者数（※２） 
8）  人  人  人

 
※１ 延べ宿泊者数とは、各日の全宿泊者数を月間で足し合わせた数をいいます。 

１人の宿泊客が２泊した場合は２人と数えます。例えば、６月の延べ宿泊者数は、 

６月１日の宿泊者数＋６月２日の宿泊者数＋・・・・＋６月３０日の宿泊者数の合計値になります。 

※２ 子供や乳幼児、外国人宿泊者の捉え方については「記入要領」をご覧ください。 

国土交通省 
この調査は、総務省の承認を得た

統計調査です。 

 

承認番号：○○○○○ 

承認期限：平成18年○月○日まで

提出期限 

平成 18 年○月○日

宿泊施設 

コード 

) 宿泊旅行統計調査（仮称） 第二次予備調査 
調 査 票（案）
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問７． 貴宿泊施設の延べ宿泊者数の居住地別内訳について、下表に県内の宿泊者数の人数または比率を

ご記入ください。 
 

年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 

延 べ 宿 泊 者 数 
7）（Ａ）の人数※ 

（または 100％）

7）（Ｂ）の人数※ 

（または 100％）

7）（Ｃ）の人数※ 

（または 100％）

 県 内 9）  
人

％
 

人

％
 

人

％

 
県 外 

（国外を含む） 
10）  

人

％
 

人

％
 

人

％
 

 ※ 延べ宿泊者数の県内外合計値は、問６の延べ宿泊者数に一致します。（割合の場合は 100％となります。） 
 

11）どちらでお答えになったか、あてはまる方を○で囲んでください 1．人数 2．割合

 
問８． 貴宿泊施設における外国人延べ宿泊者の国籍について、下表に主要な国及び地域別の外国人延べ

宿泊者数をご記入ください。 

該当者なしの場合は空白でも構いません。 

外国人延べ宿泊者数の記載が難しい場合は、概ねの割合で結構ですから記入してください。 
 

年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 

外国人延べ宿泊者数 
8）（Ａ）の人数※ 
（または 100％） 

8）（Ｂ）の人数※ 
（または 100％） 

8）（Ｃ）の人数※ 
（または 100％） 

韓  国 12）  
人
％  

人
％  

人
％

中  国 13）  
人
％  

人
％  

人
％

香  港 14）  
人
％  

人
％  

人
％

台  湾 15）  
人
％  

人
％  

人
％

ア メ リ カ 16）  
人
％  

人
％  

人
％

カ ナ ダ 17）  
人
％  

人
％  

人
％

イ ギ リ ス 18）  
人
％  

人
％  

人
％

ド イ ツ 19）  
人
％  

人
％  

人
％

フ ラ ン ス 20）  
人
％  

人
％  

人
％

シンガポール 21）  
人
％  

人
％  

人
％

タ  イ 22）  
人
％  

人
％  

人
％

オーストラリア 23）  
人
％  

人
％  

人
％

 そ の 他 24）  
人
％  

人
％  

人
％

 
 ※ 外国人延べ宿泊者数の合計値は、問６の外国人延べ宿泊者数に一致します。 

（割合の場合は 100％となります。） 
 

25）どちらでお答えになったか、あてはまる方を○で囲んでください 1．人数 2．割合

 
調査項目は以上です。ご協力ありがとうございました。
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記入者氏名 電話番号（ 代 表 ･ 直 通 ） ＦＡＸ番号 

連絡先 
 

(     ) 

内 線 （      ）
(     ) 

 
Ⅰ．貴宿泊施設について 

問１． 貴宿泊施設名 
名称が異なっている場合は、 

訂正してください。 

1）

事前にプリント 

問２． 住    所 
住所が異なっている場合は、 

訂正してください。 

2）

事前にプリント 

問３． ８月末日現在の宿泊定員数 
貴宿泊施設における通常の営業時に 

想定している定員数としてください。 

3）
 名 

問４． ８月末日現在の従業者数 
従業者とは、８月末日現在、当該宿泊

施設に所属して働いているすべての人

（臨時雇用者を含む）をいいます。 

4）

 名 

 
問５． 最近１年間に貴宿泊施設に宿泊した人の宿泊目的別の概ねの割合をお答えください。 
 
1．観光レクリエーション 

（帰省・冠婚葬祭を含む） 
2．出張・業務など 合  計 

5）  ％ 6）  ％ 100％ 

 
 
Ⅱ．貴宿泊施設における宿泊者数について 

問６． 平成１８年６月～８月の各月の延べ宿泊者数は何人でしたか。 

そのうち、外国人延べ宿泊者数は何人でしたか。 

０人（なし）の場合は「０」と必ずご記入ください。 
 

年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 

延べ宿泊者数 

（※１） 

7）
 人  人  人

 
うち外国人延べ

宿泊者数（※２） 

8）
 人  人  人

 
※１ 延べ宿泊者数とは、各日の全宿泊者数を月間で足し合わせた数をいいます。 

１人の宿泊客が２泊した場合は２人と数えます。例えば、６月の延べ宿泊者数は、 

６月１日の宿泊者数＋６月２日の宿泊者数＋・・・・＋６月３０日の宿泊者数の合計値になります。 

※２ 子供や乳幼児、外国人宿泊者の捉え方については「記入要領」をご覧ください。 

国土交通省 
この調査は、総務省の承認を得た

統計調査です。 

 

承認番号：○○○○○ 

承認期限：平成18年○月○日まで

提出期限 

平成 18 年○月○日

宿泊施設 

コード 

) 宿泊旅行統計調査（仮称） 第二次予備調査 
調 査 票（案）
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問７． 貴宿泊施設における外国人延べ宿泊者の国籍について、下表に主要な国及び地域別の外国人延べ

宿泊者数をご記入ください。該当者なしの場合は空白でも構いません。 

外国人延べ宿泊者数の記載が難しい場合は、概ねの割合で結構ですから記入してください。 
 

年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 

外国人延べ宿泊者数 
8）（Ａ）の人数※ 

（または 100％） 

8）（Ｂ）の人数※ 

（または 100％） 

8）（Ｃ）の人数※ 

（または 100％） 

韓  国 9）  
人

％
 

人

％
 

人

％

中  国 10）  
人

％
 

人

％
 

人

％

香  港 11）  
人

％
 

人

％
 

人

％

台  湾 12）  
人

％
 

人

％
 

人

％

ア メ リ カ 13）  
人

％
 

人

％
 

人

％

カ ナ ダ 14）  
人

％
 

人

％
 

人

％

イ ギ リ ス 15）  
人

％
 

人

％
 

人

％

ド イ ツ 16）  
人

％
 

人

％
 

人

％

フ ラ ン ス 17）  
人

％
 

人

％
 

人

％

シンガポール 18）  
人

％
 

人

％
 

人

％

タ  イ 19）  
人

％
 

人

％
 

人

％

 

オーストラリア 20）  
人

％
 

人

％
 

人

％

 そ の 他 21）  
人

％
 

人

％
 

人

％

 
 ※ 外国人延べ宿泊者数の合計値は、問６の外国人延べ宿泊者数に一致します。 

（割合の場合は 100％となります。） 

 

22）どちらでお答えになったか、あてはまる方を○で囲んでください 1．人数 2．割合
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問８． 貴宿泊施設の宿泊者の居住地について、次の表に都道府県別の延べ宿泊者数をご記入ください。 

該当者なしの場合は空白でも構いません。 

延べ宿泊者数の記載が難しい場合は、概ねの割合で結構ですから記入してください。 

また、同様の内容がわかる別紙を添付していただいても構いません。 
 

年 月 １８年６月（Ａ）１８年７月（Ｂ） １８年８月（Ｃ） 年 月 １８年６月（Ａ） １８年７月（Ｂ）１８年８月（Ｃ）

延べ宿泊者数 
8）（Ａ）の人数※1 
（または100％） 

8）（Ｂ）の人数※1 
（または100％） 

8）（Ｃ）の人数※1

（または100％）
延べ宿泊者数 

8）（Ａ）の人数※1 
（または100％） 

8）（Ｂ）の人数※1 
（または100％） 

8）（Ｃ）の人数※1

（または100％）

 北 海 道 23）  
人
％  

人 
％  

人
％ 滋 賀 県 47）  

人 
％  

人
％  

人
％

 青 森 県 24）  
人
％  

人 
％  

人
％ 京 都 府 48）  

人 
％  

人
％  

人
％

 岩 手 県 25）  
人
％  

人 
％  

人
％ 大 阪 府 49）  

人 
％  

人
％  

人
％

 宮 城 県 26）  
人
％  

人 
％  

人
％ 兵 庫 県 50）  

人 
％  

人
％  

人
％

 秋 田 県 27）  
人
％  

人 
％  

人
％ 奈 良 県 51）  

人 
％  

人
％  

人
％

 山 形 県 28）  
人
％  

人 
％  

人
％ 和歌山県 52）  

人 
％  

人
％  

人
％

 福 島 県 29）  
人
％  

人 
％  

人
％ 鳥 取 県 53）  

人 
％  

人
％  

人
％

 茨 城 県 30）  
人
％  

人 
％  

人
％ 島 根 県 54）  

人 
％  

人
％  

人
％

 栃 木 県 31）  
人
％  

人 
％  

人
％ 岡 山 県 55）  

人 
％  

人
％  

人
％

 群 馬 県 32）  
人
％  

人 
％  

人
％ 広 島 県 56）  

人 
％  

人
％  

人
％

 埼 玉 県 33）  
人
％  

人 
％  

人
％ 山 口 県 57）  

人 
％  

人
％  

人
％

 千 葉 県 34）  
人
％  

人 
％  

人
％ 徳 島 県 58）  

人 
％  

人
％  

人
％

 東 京 都 35）  
人
％  

人 
％  

人
％ 香 川 県 59）  

人 
％  

人
％  

人
％

 神奈川県 36）  
人
％  

人 
％  

人
％ 愛 媛 県 60）  

人 
％  

人
％  

人
％

 新 潟 県 37）  
人
％  

人 
％  

人
％ 高 知 県 61）  

人 
％  

人
％  

人
％

 富 山 県 38）  
人
％  

人 
％  

人
％ 福 岡 県 62）  

人 
％  

人
％  

人
％

 石 川 県 39）  
人
％  

人 
％  

人
％ 佐 賀 県 63）  

人 
％  

人
％  

人
％

 福 井 県 40）  
人
％  

人 
％  

人
％ 長 崎 県 64）  

人 
％  

人
％  

人
％

 山 梨 県 41）  
人
％  

人 
％  

人
％ 熊 本 県 65）  

人 
％  

人
％  

人
％

 長 野 県 42）  
人
％  

人 
％  

人
％ 大 分 県 66）  

人 
％  

人
％  

人
％

 岐 阜 県 43）  
人
％  

人 
％  

人
％ 宮 崎 県 67）  

人 
％  

人
％  

人
％

 静 岡 県 44）  
人
％  

人 
％  

人
％ 鹿児島県 68）  

人 
％  

人
％  

人
％

 愛 知 県 45）  
人
％  

人 
％  

人
％ 沖 縄 県 69）  

人 
％  

人
％  

人
％

 三 重 県 46）  
人
％  

人 
％  

人
％ 国 外 ※ 2 70）  

人 
％  

人
％  

人
％

 
※１ 延べ宿泊者数の都道府県別合計値は、問６の延べ宿泊者数に一致します。 

（割合の場合は 100％となります。） 

※２ 延べ宿泊者数の内訳に含まれる外国人 
 

71）どちらでお答えになったか、あてはまる方を○で囲んでください 1．人数 2．割合

 
調査項目は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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４．今後の検討事項及びスケジュール 

（１）検討事項 

以下に示すような宿泊施設調査及び宿泊者調査等に関する検討事項については、観光統計の

整備に関する検討懇談会宿泊旅行統計分科会において、引き続き検討していくこととする。 
 

① 宿泊施設調査に関する検討事項 

宿泊施設調査については、当面は従業員 10 人以上の施設を調査対象として実施すること

としている（P.12 参照）が、5 年に 1 度程度全数調査を実施する等の方法により、10 人未

満の施設の調査の実施についても、平成 22 年の宿泊旅行統計調査（仮称）の改訂を目指し、

引き続き検討を行うこととする。 
また、経済センサス及びサービス産業統計調査等の実施に伴い、施設の規模の考え方に

ついて再検討を行うこととする。 
 

② 宿泊者調査に関する検討事項 

宿泊者調査については、第一次予備調査により明らかになった以下の問題点を中心に、

平成 22 年の宿泊旅行統計調査（仮称）の改訂を目指し、引き続き検討を行うこととする。 
 

(a) 調査項目の再検討 

回収率の向上に向け、必要な調査事項の再検討を行う。 
 

(b) 調査手法の改善 

宿泊施設のフロントにおける処理能力等を踏まえ、調査対象の抽出方法の改善や調査員

調査の実施等を検討する。 
 

(c) 外国人団体客への対応 

外国人団体客の調査協力を十分に得ることができなかったため、宿泊施設を介した調査

にこだわるのではなく、外国人の団体旅行を主催する旅行業者等への協力依頼によるデー

タの取得についても検討する。 
 

(d) 回答形式の改善 

グループ・団体の宿泊者について、代表者のみが回答する傾向が存在したため、代表者

が一括して記入できる方式への変更等を検討する。 
 

(e) 既存統計の活用 

宿泊旅行者や外国人旅行者の属性に関する既存統計の活用について検討する。 
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③ 調査の実施体制等に関する検討事項 

(a) 継続的・安定的に施設からの協力を得るための運用上の工夫 

調査に協力してくれた施設を認証し施設のＰＲに資する、経営管理を行いつつ統計に必

要なデータをとることができるソフトウエアを開発し配布する、集計・分析結果等の有用

な情報を盛り込んだニュースペーパーを次回調査票と併せて同封する等の工夫により、施

設にとってインセンティブにつながる効果的な取り組みを検討する。 
また、統計調査全体のオンライン化の動向を踏まえつつ、本調査においてもオンライン

化による調査対象者等への負担軽減方策を検討する。 
 

(b) 全国観光統計基準（社団法人日本観光協会）の見直し 

都道府県が行う域内の観光入込客統計と宿泊旅行統計調査（仮称）との一体的な実施に

より、調査の重複等を是正し、都道府県や調査対象者への負担が少なくなるようにするた

め、全国観光統計基準の見直しを行い、効率的な基準とする。 
 

(c) 他の調査主体との役割分担 

上記の一体的な実施を踏まえ、国と都道府県等との適切な役割分担を含めた調査実施体

制について検討する。 
 
（２）宿泊旅行統計調査（仮称）の長期スケジュール（案） 

宿泊旅行統計調査（仮称）の長期スケジュール（案）は、次頁の図のとおりである。 
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図表 13 宿泊旅行統計調査（仮称）の長期スケジュール（案） 
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５．「観光統計の整備に関する検討懇談会」宿泊旅行統計分科会について 

（１）分科会名簿 

＜メンバー＞ 
◎ 兵藤 哲朗 東京海洋大学工学部助教授 
・ 清水 哲夫 東京大学大学院工学系研究科助教授 
・ 宮川 幸三 慶応義塾大学産業研究所専任講師 
・ 林   清 財団法人日本交通公社常務理事 
・ 古賀  学 社団法人日本観光協会総合研究所所長 
・ 中村 次長 全国旅館生活衛生同業組合連合会専務理事 
・ 長嶋 秀孝 社団法人国際観光旅館連盟専務理事 
・ 佐久間 邦夫 社団法人日本観光旅館連盟調査役 
・ 岩佐 英美子 社団法人日本ホテル協会副参事 
・ 河野 希望 千葉県商工労働部観光課長 
・ 門野 秀行 国土交通省総合政策局観光企画課長 
・ 山内 一良 国土交通省総合政策局情報管理部情報企画課長 

 
＜事務局＞ 

・ 高橋 一郎 国土交通省総合政策局観光企画課企画官 
・ 三善 由幸 国土交通省総合政策局観光企画課係長 
・ 長島 功明 国土交通省総合政策局観光企画課係長 
・ 後藤 正章 国土交通省総合政策局観光企画課係長 

 
◎：座長、敬称略       

 
（２）分科会概要 

第１回分科会 
 開催日時：平成１８年６月１５日（木） １０時００分～１２時００分 
 開催場所：中央合同庁舎第３号館４階特別会議室 
 議  事：① 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の結果について 

② 宿泊旅行統計調査（仮称）の方向性（案） 
③ 第二次予備調査の設計について（案） 

 
第２回分科会 

 開催日時：平成１８年６月２３日（金） １５時３０分～１７時００分 
 開催場所：中央合同庁舎第２号館低層棟 共用会議室３Ａ 
 議  事：① 宿泊旅行統計の整備に向けての考え方（修正案） 

② 第二次予備調査の設計ついて（修正案） 
③ 第二次予備調査 調査票について（案） 
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（３）分科会議事録 

第１回 観光統計の整備に関する検討懇談会宿泊旅行統計分科会 

議 事 録 

 

１．実施日時：平成１８年６月１５日（木）１０：００～１２：００ 

２．場  所：中央合同庁舎３号館４階 国土交通省特別会議室 

３．議事次第： 

1．開会 

2．挨拶 

3．議事 

（1）宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の結果について 

（2）宿泊旅行統計調査（仮称）の方向性（案） 

（3）第二次予備調査の設計について（案） 

4．まとめ 

5．閉会 

 
４．議  事： 
■ 国土交通省総合政策局観光企画課長挨拶 

○ 現在、我が国は、観光立国の実現という施策に向けて官民を挙げて大いなる取組みに邁進

し、特に外国人旅行者を誘致しようと関係各省と連携しながら施策の展開を進めている。

昨年は過去最多となる 673 万人の訪日外国人旅行者数だった。しかしながら更に取組みを

加速させ観光立国を更に充実させていくためには、その基礎となる情報がまだまだ不足し

ている。観光統計が未成熟であるため、これを充実させようという声が関係各方面から挙

がっている。その中で昨年観光統計の整備に関する検討懇談会を実施したが、その中でも

宿泊旅行統計調査（仮称）を緊急に整備するという提言をいただいた。今年に入り第一次

予備調査を展開し、いくつかの課題が明らかになってきた。二次予備調査、本格調査と進

めていく上で具体的にどうしたらよいのか知恵を拝借したくこの場を設けた。各方面から

忌憚のない意見をいただいて観光統計の充実に向けた施策の展開に資したいと考えてい

るので、よろしくお願い申し上げる。 

 
■ 座長挨拶 

○ 昨年の懇談会を受けて、宿泊旅行統計調査（仮称）の第一次予備調査を実施した。第二次

予備調査、本調査の実施に向けて、全二回の分科会を実施する。今回は第一次予備調査の

結果を踏まえ、本格調査時の調査体系の整備と、目前の第二次予備調査の設計についての

検討を実施していく。 
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■ 宿泊旅行統計調査（仮称）第一次予備調査の結果と宿泊旅行統計調査（仮称）の方向性につ

いて 
事務局から宿泊旅行統計調査（仮称）の整備に向けての考え方（修正案）及び宿泊旅行統

計調査（仮称）の方向性について説明され、質疑応答が行われた。 
○ 宿泊施設の規模を従業者数によって分類しているが、従業者数が規模を必ずしも反映して

いないのではないか。定員数や部屋数による分類をした方がよいと考えられるが、母集団

台帳で従業者数と定員数との突合わせはできないのか。（林委員） 
・ 第一次予備調査では、母集団として総務省の事業所・企業統計調査を利用しているが、

事業所・企業統計調査は全産業共通の統計調査であるため、宿泊産業に特有の定員数と

いう項目を持ち合わせていない。一方、宿泊施設は厚生労働省所管の旅館業法による認

可を受ける必要があるため、定員数を含めた申請書類を保健所に提出している。しかし、

生活衛生の観点から得た情報を統計データとして利用することが、個人事業主にとって

は、個人情報保護の観点から見ると目的外利用に当たることが懸念される。また、一部

紙のまま保管されていることが確認されている約９万件もの申請書類と母集団台帳とを

突合わせることは予算的、時間的に見て難しいと考えている。（事務局） 
・ 最終的には母集団台帳として、定員数や部屋数という情報が必要であると考える。都道

府県の協力等を得て、定員数規模別とすることが望ましい。（林委員） 
・ 宿泊旅行統計調査（仮称）は継続的に実施していく上で、定員数情報を拡充するという

方向性を検討していってもらいたい。（兵藤座長） 
 
○ 事業所・企業統計調査が廃止の方向で検討されていると聞いている。一方で、新規に経済

センサスを実施するという話もあることから、経済センサスの実施に伴う名簿整備の際に

宿泊施設に対しては定員数を調査項目に含めることを働きかけられないのか。（宮川委員） 
・ 経済センサスは平成１９年度を目途に名簿調査を実施することで検討が進められている

と聞いている。定員数を把握することにより調査設計においても推計においても精度の

向上が期待できるため、できる限り総務省を始めとした関係省庁、関係部局に働きかけ

ていきたいと考えている。（事務局） 
・ 統計調査というものは、一旦調査設計が決まると変更しにくいものであるので、将来的

に母集団名簿を拡充させていくということを強く打ち出しておいた方がよいと考える。

（宮川委員） 
 

○ 第一次予備調査実施の際に千葉県内の各地区の宿泊施設団体に集まってもらい説明会を

実施したにも関わらず、回答率の結果が奮わなかったといえる。第二次予備調査で全国の

宿泊施設に対して実施する際は、時間的な余裕を見た方がよいと考えられる。また、宿泊

施設が回答する定員数と行政が把握している定員数に乖離が見られることが多い。統計調

査の説明会を行った上で調査票を送付しても、調査票をしまい忘れていたり、調査そのも

のを忘れていたりといったことがあり、再度一式調査票を送って欲しいという要望を出す

宿泊施設もあった。（末永委員代理） 
・ 日本交通公社でも宿泊施設に対して調査を実施したことがあるが、調査票を送っても返送
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されないことが多かった。宿泊施設の担当者の名前を記入してもらうことや、説明会に

参加された担当者宛に調査票を送る等の工夫が必要である。（林委員） 
・ 回答してもらうには工夫が必要であるということであるが、宿泊施設の団体の意見を伺い

たい。（兵藤座長） 
・ 小さな旅館等の宿泊施設では事務処理の体制が脆弱な施設が多い。統計調査に対する意識

を高める啓蒙をすることも重要だが、励みになるようなインセンティブが必要である。

また、報告では宿泊施設の規模の指標として定員数を利用するということであったが、

旅館の場合は営業戦略上変えられる数字で、固定的な指標としては捉えにくいものであ

るため、部屋数を利用する方がよいと考える。（長嶋委員） 
・ 小さな旅館は月間での営業管理でさえできていない宿泊施設が多いというのが現状であ

る。一方、大分県では、九州地方内は県ごと、それ以外ではブロックごとと細かさを変

えた調査を行っている。今後整備を進める上で、国が実施する調査と各都道府県が実施

する調査の棲み分けをして、宿泊施設にとって調査が重複しないよう一元的な仕組みと

する工夫を検討してもらいたい。（中村委員） 
・ 中小の施設に回答のインセンティブを与えること、国と県の役割分担を明確にすることは、

どちらも重要なことである。（兵藤座長） 
 
○ 名簿について、宿泊施設の新規参入や退出はどのような扱いとするのか。標本が退出した

場合の対応はどうするのか。名簿・施設規模の指標は重要なので途中での変更は困難であ

る。（宮川委員） 
・ 名簿として利用した事業所・企業統計調査のデータベースについて、最新の調査結果と

その一回前の調査結果とで比較した結果、９９％近くは宿泊施設が存続していることが

分かった。このことから、入手可能な最新の事業所・企業統計調査の結果を名簿として

用いることを考えている。また、宿泊旅行統計調査（仮称）を実施することとなった場

合は、継続性という観点からも、標本を一定期間固定した方がよいと考えている。標本

が退出した場合の対応は現在検討中である。（事務局） 
 

○ 営業管理に利用しているシステムを用いればすぐに調査項目を回答することができる宿

泊施設と、帳簿を一枚ずつ見直さなければ回答できない宿泊施設はどの程度の割合なのか。

（清水委員） 
・ 全国旅館生活衛生同業組合連合会は加盟宿泊施設が 2 万数千件であるが、全ての施設を

捉え切れていない部分がある。そのため正確な数字は挙げられないが、後者の宿泊施設

がおよそ 7 割程度を占めていると予想される。（中村委員） 
・ 大部分の宿泊施設で営業管理システムが導入されていないことから、宿泊旅行統計調査

（仮称）と営業管理システムとをリンクさせたソフトウェアを配布するというのも一案

ではないかと考える。また、インセンティブについて現実的ではないかもしれないが、

調査に協力したという認定証を配布し、調査に協力せず認定証がなかったら恥ずかしい

ことであるという意識を持たせられるまでの認定制度とするという案も考えられる。（清

水委員） 
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・ 国際観光旅館連盟に加盟する宿泊施設は比較的大規模の旅館が多いが、それでも営業管

理はシステム化されているとは言い難い。そのため、統計調査と営業管理システムを合

わせるというのは面白いアイデアであるといえる。また、既存のシステムから簡単に調

査項目を取り出せるような簡易なソフトを導入するということも、回答者の負担が軽減

されるため回収率の向上が見込めるのではないかと考える。（長嶋委員） 
 

○ 営業管理として、稼働率等は把握しているが、外に出したくないという意識もあるので、

協力率が低くなっている。また、定員の問題について、宿泊施設が保健所に申請する書類

の定員数は寝具の数等各都道府県の条例で決まっており、営業上対応できる人数よりも多

い値となっている。そのため、定員数で宿泊施設の規模を把握するとなると、若干誤差が

生じることが懸念される。（佐久間委員） 
・ 営業管理システムと統計調査を連動させることについて、WTO（世界観光機関）の世界

会議等で、ヨーロッパではコンピュータによる統計調査の試みが進んでいるということ

が発表されている。国土交通省の担当者も他国の状況を把握するためにこのような会議

に出席してはどうか。（林委員） 
・ 物流センサスでも、中小事業者が多く、似たような話があった。また、資料５について

は、大まかな方向は確認されたものとしたい。（兵藤座長） 
 
■ 第二次予備調査の設計について（案） 

事務局より第二次予備調査の設計（案）について説明が行われた。 
○ 宿泊施設調査で旅行目的等を調査項目に含めてはどうか。（宮川委員） 
・ ごく簡易な調査項目を設定し宿泊者に対してインセンティブを与えることで、宿泊者調

査の実施を検討できないか。宿泊施設調査だけの宿泊旅行統計調査（仮称）では、旅行

者の周遊状況を把握するという目的を達成できないと考える。（中村委員） 
・ 宿泊施設に対して旅行者の旅行目的を調査するという点は、検討していきたい。インセ

ンティブを与えた上での宿泊者調査は飛躍的な回収率の向上が見込める。一方で、フロ

ントにおける謝礼の管理の問題や、調査票を郵送とした時のコストの問題等、解決すべ

き問題は多く、将来の方向性として提示した平成 22 年の宿泊旅行統計調査（仮称）の見

直しに向けた検討課題としたい。（事務局） 
・ 旅行目的を調査するとなると、観光の定義を明確化することが必要となる。各都道府県

で独自に旅行目的を調査している自治体もある。今後は都道府県間で比較できるような

基準を国が定義づけし、都道府県で揃えていくことが必要となると考える。（林委員） 
 
○ 現在は各都道府県で独自に調査を実施しているが、今後国が宿泊旅行統計調査（仮称）を

実施するとなると、回答者である宿泊施設にとっては負担が大きくなる。二重に協力を求

めないような配慮をしてもらいたい。また、国がすべき調査と、都道府県がすべき調査で

役割分担を明確にしてもらいたい。（末永委員代理） 
・ 観光統計群において宿泊旅行統計調査（仮称）をどう位置付けるのか。様々なデータを

入手できるよう複雑な調査にすることで、都道府県間で比較可能な精度に達成できない
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という事態は避けたい。（長嶋委員） 
・ 宿泊旅行統計調査（仮称）は基盤となるべき都道府県間で比較可能な基本的な調査とい

う位置付けと考えている。都道府県の調査との重複という点では、適切な役割分担をし

ていきたい。宿泊旅行統計調査（仮称）の本格実施の結果を見て、役割分担について検

討を続けていきたい。（事務局） 
・ 観光の実態と志向や国際航空旅客動態調査等の既存の統計調査の活用も検討すべきであ

る。調査の重複への対応が重要である。（兵藤座長） 
・ 同じ議論が内閣府経済社会統計整備推進委員会等でもなされている。国の役割は、統計

のプラットフォームになることとされており、予備調査と並行しながら検討・調整して

いきたい。（事務局） 
 

○ 時間的重複の問題もある。同じところに何回も調査票を配布するのか。（兵藤座長） 
・ 即時性のある公表が求められているので、四半期に一度は調査票を配布する。回答しや

すくし負担を軽減していきたい。（事務局） 
・ 調査を通じて、国と宿泊施設の間にラインができることになる。将来的には結果等の

ニューズペーパーをインセンティブとして利用する工夫もしたらどうか。（兵藤座長） 
・ 役割分担について、国が基礎となる統計調査を実施し、都道府県がそれを活用した調査

を実施するのがよいだろう。また、宿泊旅行統計調査（仮称）の実施は、日本観光協会

の全国観光統計基準も大きく影響する。調査項目の簡素化によって負担の軽減、精度の

向上が期待できる。宿泊旅行統計調査（仮称）の実施に合わせて、都道府県で作業が重

複しないような新たな基準の検討を行い提案していきたい。（古賀委員） 
 

○ 調査項目として宿泊者の発地の都道府県は全て調査項目に含めるのか。その方が望ましい

が、４７都道府県を調査項目に含めるのは回答者の負担が大きいのではないか。（林委員） 
・ この問題については、次回の分科会において調査票（案）を示した上で議論を進めてい

きたい。（事務局） 
・ 第二次予備調査の調査票と本格調査時の調査票は同じ内容で実施したいと考えているの

か。また、第一次予備調査では発地を都道府県別で調査したのか。（岩佐委員） 
・ 基本的に同じ調査項目で実施したいと考えているが、第二次予備調査の結果回答を得ら

れにくいと判断される場合は、回答方法の変更等を検討し調査項目そのものは残すと考

えている。また、第一次予備調査では都道府県別の発地は調査項目に含めていない。し

かし、回答可能性を問う形で調査しており、充分回答は可能であるという回答を得てい

る。（事務局） 
・ 調査票様式を複数準備し、回答率の検証をすることができればよい。（兵藤座長） 
 
○ 組織加入事業者については、組織を通じて要請することができるが、加入していないとこ

ろもある。これらについては、行政を通じて協力を要請してほしい。（中村委員） 
・ 第二次予備調査では全国の宿泊施設を対象とするわけだが、都道府県に対して通知や説

明会等の実施はするのか。（末永委員代理） 
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・ 調査実施まで時間は少ないが、当然、都道府県や関係団体への説明会を実施していく。（事

務局） 
 
○ 稼働率を安定したデータとして表章するなら、定員数をきちんと把握することが重要であ

る。稼働率は通常どのように把握しているのか（宮川委員） 
・ 旅館では、定員数で行っている。（佐久間委員） 
・ ホテルでは、客室稼働率のほか、ベッド稼働率を把握している。（岩佐委員） 
・ いずれにしろしっかり把握する必要がある。（中村委員） 

 
○ 調査項目や記入方法については、次回事務局より調査票（案）を提示してもらった上で議

論してきたい。（兵藤座長） 
 

○ 宿泊者に対して、図書券をインセンティブにお客様アンケートを実施したことがあるが、

難しかった。旅館がお客さんにお願いすることが特に難しいので、別のところでやること

も含めて検討すべきではないか。（長嶋委員） 
・ 分科会等で、引き続き議論の機会は続けたい。（兵藤座長） 

 
（以上） 
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第２回 観光統計の整備に関する検討懇談会宿泊旅行統計分科会 

議 事 録（案） 

 

１．日  時：平成１８年６月２３日（金）１５：３０～１７：００ 

２．場  所：中央合同庁舎２号館低層棟 共用会議室３Ａ 

３．議事次第： 

1．開会 

2．挨拶 

3．議題 

（1）宿泊旅行統計調査（仮称）の整備に向けての考え方（修正案） 

（2）第二次予備調査の設計について（修正案） 

（3）第二次予備調査 調査票について（案） 

4．閉会 

 

４．議  事： 

■ 座長挨拶 

○ 第１回の開催日から日が浅いため第１回観光統計の整備に関する検討懇談会宿泊旅行

統計分科会議事録（案）の確認は割愛し、第１回分科会における委員による指摘事項

を修正、反映した宿泊旅行統計調査（仮称）の整備に向けての考え方（修正案）及び

第二次予備調査の設計について（修正案）を確認した上で、第二次予備調査 調査票

について検討を行う。 

 

■ 宿泊旅行統計調査（仮称）の整備に向けての考え方（修正案） 

事務局から宿泊旅行統計調査（仮称）の整備に向けての考え方（修正案）が説明され、質疑

応答が行われたが、特にご意見なく了承された。 
 

■ 第二次予備調査の設計について（修正案） 

事務局から第二次予備調査の設計について（修正案）が説明され、質疑応答が行われたが、

特にご意見なく了承された。 
 

■ 第二次予備調査 調査票について（案） 

事務局から第二次予備調査 調査票について（案）が説明され、質疑応答が行われた。 

○ 旅行目的の区分は、日観協の全国観光統計基準との齟齬は生じないのか。（末永委員代理） 

・ 宿泊旅行統計調査（仮称）では宿泊施設に宿泊する全ての宿泊客を調査対象としている。

全国観光統計基準では旅行目的が観光である宿泊客を対象としているが、記入者である宿

泊施設の負担軽減や標本調査であることを見据えて前述の定義としている。全国観光統計

基準との整合性については、旅行目的の問題を足がかりとして摺り合わせを行っていきた

いと考えている。（事務局） 

・ 全国観光統計基準の「観光客」が本統計調査の「宿泊者」に対応している。旅行目的は、
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その宿泊者を観光目的とビジネス目的に分けて把握するということである。（安本委員代

理） 

 

○ 旅行目的は、四半期ごとに調査すれば季節変動を把握することができるのではないか。（林

委員） 

・ マーケティングをしている宿泊施設は回答することができるが、全ての施設がマーケティ

ングをしているわけではない。マーケティングをしている施設は一年間でも四半期でも回

答できるし、していない施設はどちらも回答できないだろうから、抵抗感は変らないだろ

う。（岩佐委員） 

・ 温泉観光地に立地する宿泊施設の季節変動は小さいだろうが、京都のような都市である観

光地の季節変動は大きいと考えられる。（長嶋委員） 

・ 宿泊施設の担当者の感覚で回答する調査項目であるため、信憑性は期待できないだろう。

従って一年間と四半期ごとで季節変動の違いを把握できるデータとなることは期待でき

ないのではないか。（中村委員） 

・ 宮川委員の意見では、回答の担当者が変わることで回答がぶれるので、一年間として調査

し次回の調査ではプレプリントしておき、大きく変っている場合には訂正してもらうこと

として安定させるのがよいという意見があった。（事務局） 

・ 委員の意見を集約すると、懸案どおりではないかと考えられる。（兵藤座長） 

・ 「旅行目的」ではなく「滞在目的」の方が適切な表現ではないか。（長嶋委員） 

・ 「旅行目的」の「旅行」は定義が曖昧であり、指摘どおり表現を検討したい。（事務局） 

 

○ 居住地の調査について、県内・県外別という分類で意味ある結果が得られるのか。（兵藤

座長） 

・ 千葉県の結果では、県内客が３割、県外客が７割であった。（末永委員代理） 

・ 岩手県の結果では、県内客が３割、圏内が３割程度、残りがその他の地域であった。県内・

県外とその中間の問いを設定してもよいのではないか。（長嶋委員） 

・ 複数の都道府県をまとめたブロック圏を設定するには、ブロック圏の定義が難しい。また、

ブロック圏で記入するのは都道府県別で記入する手間と大きく変わらないと考えられる。

（清水委員） 

・ 圏内というのは隣接県と更にその隣接県程度。Ａ県とＢ県とＣ県を足して何割という程度

であれば回答できるだろう。（長嶋委員） 

・ 大規模施設のみ４７都道府県で調査し、中小規模施設は県内・県外別とするのはどうか。

（兵藤座長） 

・ 表章時は大規模施設のみで４７都道府県かける４７都道府県の表とし、宿泊施設全体では

県内・県外別の表章となる。（事務局） 

・ ４７都道府県別の調査をする場合、初回は良いが二回目、三回目と調査が進むにつれて回

答率が下がる可能性がある。将来的にはインターネットによるオンライン入力等を検討し

ていかないといけない。（林委員） 
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○ 居住地について、シェアを調査しているが、シェアが分かるということは実数が分かると

いうことではないのか。（岩佐委員） 

・ 宿泊施設の担当者として実数は分からないが感覚でなら分かるという場合のための回答

方法である。実数による回答とシェアによる回答の扱い方については、結果を踏まえて検

討していきたい。（事務局） 

・ シェアによる回答が多ければそのデータは使わざるを得ないが、少ない場合は使わなけれ

ばよい。できる限り人数で回答してもらえるよう注意書きをしておいた方がよいのではな

いか。中小規模施設についても、４７都道府県で回答できるのであれば、次回の調査から

４７都道府県を回答してもらうようにしたらよいと考える。また、２通りの回答方法につ

いて対照実験ができるならば採用してもらいたい。（兵藤座長） 

 

○ 子供や乳幼児の定義はどうなっているのか。（佐久間委員） 

・ 子供や乳幼児も全て１人として扱う。（事務局） 

・ 修学旅行の時期は特に京都、奈良では異常値と思われるような宿泊者数となることがある

ので注意されたい。（佐久間委員） 

 

○ 従業者数について、臨時雇用者は換算人員で把握しないと相当な人数となるが、事業所・

企業統計の定義に準じるのか。（岩佐委員） 

・ 換算人員にしないと実態を正確に反映しないと考えられるが、宿泊者数推定精度を重要視

するため、事業所・企業統計の定義に合わせたいと考える。（事務局） 

 
○ 客室数は調査しないのか。ホテルと旅館の区別はするのか。（岩佐委員） 

・ ホテルと旅館では一部屋の収容人数の差が大きいため、客室数として統一的に扱うこと

は難しい。法的には旅館業法と国際観光ホテル整備法にて定義されているが、曖昧な表現

となっている。（事務局） 

・ 宿泊施設の申請によって旅館にでもホテルにでもできるため、正確に区別することは不

可能である。宿泊施設のタイプを把握する場合は、シティホテル、リゾートホテル、都市

部の旅館、温泉観光地の旅館など、より細かく調査しないと意味がない。調査項目を増や

すと回収率の低下が懸念される。（長嶋委員） 

 

○ 国籍別外国人宿泊者数については、充分把握できていない。小規模施設はより捉えにくく

期待できない。（中村委員） 

・ 調査を継続的に実施していく上で統計の重要さを知ってもらい、協力施設が増えていくと

いう発展的なシナリオを期待したい。（兵藤座長） 

・ 外国人については、パスポートや旅券番号の写しを取るように行政指導がされており、国

籍を把握できない施設は実質上ありえないはずである。（佐久間委員） 

・ 宿泊者カードの情報をシステムで管理しておらず手作業で集計しなければならない宿泊

施設が問題である。（中村委員） 
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■ その他 

○ ウィークリーマンションのような施設で長期滞在する場合、旅館業法で把握していない施

設に宿泊する人が増えている。今後そのような施設を調査対象に入れることや、ショート

ステイの扱い方等、長期的な検討課題として提案したい。（長嶋委員） 

 
○ 都道府県で実施する調査と重複しないようにできるため、今回の調査データを都道府県に

も提供してもらえないか。（末永委員代理） 

・ 国が直接実施している現在の体制ではデータを提供することは難しいというのが総務省

の見解である。将来的に都道府県が調査の実施主体に組み込まれれば、データの提供は可

能である。（事務局） 

・ どこまで精度を保てるかどうか分からないが、市町村別や温泉地別などで集計して公表す

ることができれば、より活用できる統計となると考えられる。（長嶋委員） 

 

■ 座長挨拶 

○ 全２回の実施であったが大変有意義な意見をいただき感謝している。観光を巡る状況は非

常に変化しているが、この統計調査はそういった状況を把握する社会基盤である。しかし、

社会基盤といっても、国、自治体、事業者が有意義な使い方ができる統計調査でなければ

意義がないが、この統計調査は例えば事業者にとっては、経営に役立つデータとなるだろ

う。このような新しい試みには問題点はあるが、貴重なご意見をいただいて、平成１９年

１月からの本格実施に向けて役立てていきたい。ご多忙中、協力いただきありがとうござ

いました。 

 

（以上） 
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参考資料：第一次予備調査調査票 
 
 
 
 

第一次予備調査で使用した調査票一覧 

① 宿泊施設調査票 

② 宿泊施設調査票 別紙 

③ 宿泊施設調査票 記入要領 

④ 宿泊者調査票 日本語版 

⑤ 宿泊者調査票 英語版 

⑥ 宿泊者調査票 韓国語版 

⑦ 宿泊者調査票 中国語（簡体字）版 

⑧ 宿泊者調査票 中国語（繁体字）版 

⑨ 第一次予備調査の手引き 
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